
 

｢地酒で乾杯を推進する条例｣(仮称)の制定に向けた取り組み（経過） 

平成 27年 

12月 17日 会派代表者会において、｢地酒で乾杯を推進する条例｣(仮称)制定が提

案される。議会議案検討委員会を設置して、研究を深め、議案作成の

作業を行うことを確認。 

平成 28年 

１月 19 日 長野県酒造組合飯田支部、飯田小売酒販組合の各代表者と会派代表者

との懇談を行う。会派代表者会において 議会議案検討委員会設置に

関して協議。 

２月 12日 会派代表者会において 議会議案検討委員会の目的、委員構成、位置 

づけ、期間等を協議。 

 

２月 16日 議会運営委員会において、議会議案検討委員会の設置を決定。 

 

２月 23日 第 1回 議会議案検討委員会 

       委員長に原和世議員、副委員長に山崎昌伸議員を選出。 

       委員会の目的、位置づけ、期間、留意事項を確認。 

 

 ３月 14日 第２回 議会議案検討委員会を開催 

他自治体条例を参考に、条例制定に向けての課題の抽出、整理。 

※1飯田料芸組合会長（原さん 馬場町 和太仙）との意見交換を行う。 

 

 ４月８日  ※2飯田観光協会 吉原事務局長と正副委員長が懇談。 

乾杯条例と地酒普及のイベント等について意見交換を行う。 

 

 ４月 14日  第３回 議会議案検討委員会 

       条例制定に向けての課題の検討。条例の目的、地酒の範囲、 

実効性のある条例にするため協力をいただきたい団体の確認 

 

 ４月 27日 正副委員長打合せ 叩き台となる条例（素案）の作成 

 

 ５月 12日 第４回 議会議案検討委員会 条例（素案）の検討。 

 

 ５月 16日 会派代表者会 議会議案検討委員会途中経過報告 

       ５月 19日まちづくり委員会連絡会議で条例(素案)を示して、概要を 

説明することを承認。 

 

 ５月 16日 ※3飯田商工会議所を訪問し、福澤専務理事と正副委員長が懇談 

       ５月開催の会議所正副会頭会で話をしてもらうことを確認。 

       料飲旅館部会（295 会員加入）と話をしてはどうかと提案をされる。 

 

５月 17日 ※4飯伊日本酒党、飯田のれん会との懇談 

      ・飯伊日本酒党 代表 木下隆由氏（木下建設） 

・飯田のれん会 代表幹事 水野大造氏(割烹 見晴) 



 

５月 17日 懇談会終了後、前回委員会後の修正案示す。 

    ＊今回の素案を会派内で示して、定例会閉会日の６月 15日までに、 

会派内の意見をもらうことを確認。 

５月 19日 ※5まちづくり委員会連絡会議で条例(素案)を示し検討依頼、7 月末まで。 

 

５月 26日 ※6ＪＡみなみ信州との懇談 

 代表理事組合長 矢澤輝海 氏、代表理事専務理事 田内市人 氏 

常務理事 小林正和 氏。 

 

６月１日 第２回 会派代表者会 

     検討状況の報告。「地酒で乾杯を推進する条例（仮称）」について、自治基

本条例第 23 条を根拠として「飯田市市民意見公募制度実施要領」の例に

より市民からの意見募集を行うことを確認。 

今後の進め方について、日程を確認。 

6/17に会派代表者会を開催し、修正案について協議 

6/23に全員協議会を開催し、検討委員会作成の条例案を説明 

 

６月 14日 ※7飯伊調理師会との懇談 

 副会長 前島信一 氏（千登勢、）指導部長 小林伸明 氏（市吉屋） 

副指導部長田中秀樹 氏（とりきん）、副指導部長 藤本欽司 氏（シルク 

ホテル）と懇談する。 

 

６月 15日 正副委員長打合せ 

この日までにだされた、各会派からの意見を整理。 

意見に対する回答と意見を反映し修正した条例(素案)を作成 

        

６月 17日  

13：30～ 第５回 議会議案検討委員会  

会派からの意見の整理・回答と意見を反映し修正した条例（素案） 

の検討と修正。 

９月制定に向けたスケジュール案、市民からの意見募集原稿の確認。 

 

 16：00～ 第３回 会派代表者会 

      第５回議会議案検討委員会で検討した条例（素案）、会派からの意見に 

対する説明と検討。 

      条例の修正案、９月制定に向けたスケジュール案、市民からの意見募集 

原稿の確認。 

 

６月 23日  全員協議会 

      市民意見公募に提出する条例の議会最終素案の検討 

 

６月 24 日 ※8 飯田商工会議所 料飲旅館部会長 三宜亭本館 児島悦夫会長と正

副委員長・事務局による懇談を予定 

                                                                    以上 


